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１-2．現状の規制存続への弊社認識

①割引は将来の収入を原資とするにも関わらず、
短期解約しても割引を享受可能な仕組みに
なっており、長期利用者と短期利用者間に割
引額の不公平が存在

②通信料金プランの月額料金の多寡に関わら
ず割引額は同等であり、通信料金の支払いが
多い利用者と少ない利用者間に割引額の不
公平が存在

③同じ通信料金プランを契約していても機種に
より割引額が異なるため、機種間での割引額
に不公平が存在

具体的には、下記3点の不公平が存在すると考える。

枠内は構成員限り
（MNPと機種変更時の端末機種別割引額の差）
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1-3．主要国での割引方法と短期解約時ペナルティ
・ 主要先進国では、「通信料金プランに応じた割引を適用」することが一般的。
・ 途中解約時には「受けた割引額の返還」や「契約期間までの通信料の支払い」を必須とすることが一般的。

アメリカ フランス ドイツ イギリス 韓国 日本

通信料金に応じた
割引・値引き
（高額と低額プラン
での割引の差）

〇 〇 〇 〇 〇 ×

使用期間拘束

（期間拘束の例）

〇
24・36か月

〇
24か月

〇
24・36か月

〇
24・36か月

〇
24か月

×

拘束期間内の
解約時のペナルティ
（違約金）

〇
将来の還元受取り
権利の消失

〇
残存期間までの

通信料の一括支払い

〇
残存期間までの

通信料の一括支払い

〇
残存期間までの

通信料の一括支払い

〇
解約時まで受けた
通信料割引額累計

または
端末一括値引き額の
残月分相当額

ほぼ×
解約時違約金は
上限1000円

出所：各国の大手キャリアの料金サイトを参考に、当社調べ
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２．現状の規制に代わる対応策案
端末割引原資は通信料収入であるにも関わらず
①利用期間による不公平、②料金プラン内の不公平、③機種間の不公平が存在する。
この解消のために、下記の対応策を提案する。

ー 料金プランの月額に応じた割引額の設定
※割引は初期一括あるいは毎月支払い額から選択可とする。
同一料金プランの割引額は機種に関係なく一律とする。

ー 初期一括割引を受けた場合、解約時には期間に応じた割引額を返還
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残価率は、発売から経過期間に応じて一律に線形で減価する算定方式にて、
各社がすべての機種に対して一律かつ共通で適用できる考え方の採用を要望。

4-1．その他顕在化している課題①
・ RMJ平均買取価格のベンチマークの形骸化。
・ 残価率のグルーピングがキャリアの裁量で算出されるため、同型端末でもキャリアによって残価率が異なる状況。
・ 新しいタイプや革新的な製品の場合、既存端末の過去の残価率をそのまま適用することが適切か否か議論の
余地あり。

発売時
経過期間

残価率
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4-2．その他顕在化している課題②

・ 端末割引規制が2万円をキャップとした固定価格圧力として機能。

廉価端末の定義が2万円以下となっていることから、1円端末実現のために小売価格2万円で
販売できる端末を用意しないと販売が困難となる状況。
しかし、資材価格高騰の状況下において、メーカーは利益を削って採用を目指す状況。

＜参考：端末割引額の上限ルール（総務省資料）＞
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